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(57)【要約】
【課題】異なる車両情報の表示範囲を最大限に確保可能
な車両用表示装置の提供。
【解決手段】車両用表示装置１は、紫外光を受けて発光
することより、第一車両情報を表示する第一表示部２０
と、第一表示部２０に対して前方から照射する紫外光を
、点灯により発する第一光源５と、第一表示部２０の後
方に重畳して設けられ、可視光を受けて発光することに
より、第一車両情報とは異なる第二車両情報を、第一表
示部２０を透過して表示する第二表示部２２と、第二表
示部２２に対して後方から照射する可視光を、点灯によ
り発する第二光源６と、第一光源５の点灯と第二光源６
の点灯との切替えを制御する制御部１０とを、備える。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　紫外光を受けて発光することより、第一車両情報を表示する第一表示部（２０）と、
　前記第一表示部に対して前方から照射する紫外光を、点灯により発する第一光源（５）
と、
　前記第一表示部の後方に重畳して設けられ、可視光を受けて発光することにより、前記
第一車両情報とは異なる第二車両情報を、前記第一表示部を透過して表示する第二表示部
（２２）と、
　前記第二表示部に対して後方から照射する可視光を、点灯により発する第二光源（６）
と、
　前記第一光源の点灯と前記第二光源の点灯との切替えを制御する制御部（１０）とを、
備えることを特徴とする車両用表示装置。
【請求項２】
　第一光源は、紫外光のうち近紫外光を前記第一表示部に対して照射することを特徴とす
る請求項１に車両用表示装置。
【請求項３】
　前記第一表示部は、透光性の蛍光材料により形成され、紫外光を受けて励起することに
より発光することを特徴とする請求項１又は２に記載の車両用表示装置。
【請求項４】
　前記第二光源は、紫外光をカットする光学フィルタ（６ａ）を通して、可視光を発し、
　前記第二表示部は、前記第二光源により後方から照射された可視光を透過することによ
り、発光することを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の車両用表示装置。
【請求項５】
　前記第一光源よりも前方に設けられ、当該第一光源から照射される紫外光の透過率を制
限する紫外光制限部（９）を、備えることを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記
載の車両用表示装置。
【請求項６】
　前記第一表示部及び前記第二表示部よりも前方に設けられ、それら表示部の各々が発す
る可視光を透過させると共に、前記第一光源から照射される紫外光を後方へ反射するハー
フミラー部（９）を、備えることを特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載の車両
用表示装置。
【請求項７】
　可視光を発する前記第二表示部よりも前方に設けられ、可視光の透過率を制限する可視
光制限部（９，２４）を、備えることを特徴とする請求項１～６のいずれか一項に記載の
車両用表示装置。
【請求項８】
　前記第一光源の点灯時に前記第一表示部の前記第一車両情報を回転位置に応じて指示す
る一方、前記第二光源の点灯時に前記第二表示部の前記第二車両情報を回転位置に応じて
指示する指針（３）を、備え、
　前記制御部は、前記第一光源及び前記第二光源の双方を消灯させる所定の消灯期間（Ｔ
ｏｆｆ）を、前記切替えの前後間に確保して、当該消灯期間に前記指針の回転位置を調整
することを特徴とする請求項１～７のいずれか一項に記載の車両用表示装置。
【請求項９】
　前記指針を照明して発光させる第三光源（７）を、備え、
　前記制御部は、前記第一光源及び前記第二光源と共に前記第三光源を、前記消灯期間に
消灯させることを特徴とする請求項８に記載の車両用表示装置。
【請求項１０】
　前記切替え時において前記制御部は、前記第一光源及び前記第二光源のうち消灯させる
側の発光量を漸次減少させながら、それら光源のうちの点灯させる側の発光量を漸次増大
させることを特徴とする請求項１～９のいずれか一項に記載の車両用表示装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両情報を表示する車両用表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、相異なる車両情報をそれぞれ表示する二種類の表示部を個別に設けて、それら各
車両情報の表示を車両の運転状態等に応じて切替える車両用表示装置が、知られている。
【０００３】
　こうした車両用表示装置の一種として特許文献１に開示のものでは、表示部として指針
により指示される二種類の円弧状指標部を、当該指針の回転方向又は径方向にずらして配
置している。これにより、各指標部を個別に透過照明する光源に関して、それぞれの点灯
を切替えることで、異なる車両情報の表示切替えを実現している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－１２８２４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献１に開示の車両用表示装置では、表示部としての各指標部の配置位置
をずらしているため、それら各指標部のサイズによって決まる車両情報の表示範囲に、制
約が生じてしまっている。即ち、各指標部の配置位置を指針の回転方向にずらした構成の
場合、各指標部による車両情報の表示範囲が当該回転方向に狭くなる。また一方、各指標
部の配置位置を径方向にずらした構成の場合、外周側の指標部による車両情報の表示範囲
と比較して、内周側の指標部による車両情報の表示範囲が当該径方向にも、指針の回転方
向にも狭くなるのである。
【０００６】
　本発明は、以上説明した問題に鑑みてなされたものであって、その目的は、異なる車両
情報の表示範囲を最大限に確保可能な車両用表示装置を、提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、紫外光を受けて発光することより、第一車両情報を表示する第一表示部（２
０）と、第一表示部に対して前方から照射する紫外光を、点灯により発する第一光源（５
）と、第一表示部の後方に重畳して設けられ、可視光を受けて発光することにより、第一
車両情報とは異なる第二車両情報を、第一表示部を透過して表示する第二表示部（２２）
と、第二表示部に対して後方から照射する可視光を、点灯により発する第二光源（６）と
、第一光源の点灯と第二光源の点灯との切替えを制御する制御部（１０）とを、備えるこ
とを特徴とする。
【０００８】
　このような本発明において第一表示部と第二表示部とは、相異なる光を受けて発光する
ことで、相異なる第一車両情報と第二車両情報とをそれぞれ表示する。ここで、第一表示
部に対して照射光を発する第一光源の点灯と、第二表示部に対して照射光を発する第二光
源の点灯とは、制御部の制御により切替えられるので、第一車両情報と第二車両情報との
表示切替えを実現できる。
【０００９】
　さらに、本発明において第一表示部は、点灯した第一光源の発する紫外光を前方から照
射されて発光する一方、第一表示部の後方に重畳する第二表示部は、点灯した第二光源の
発する可視光を後方から照射されて発光する。故に、切替え制御により第一光源が点灯し
て第一表示部が発光するときには、第一車両情報が第二表示部の前方にて表示される共に
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、同制御により第二光源が消灯することで第二表示部の発光が止まる。したがって、第一
車両情報の表示が後方の第二表示部の発光によって阻害される事態を、回避できる。また
一方、切替え制御により第二光源が点灯して第二表示部が発光するときには、第二車両情
報が前方の第一表示部を透過して表示されると共に、同制御により第一光源が消灯するこ
とで第一表示部の発光が止まる。したがって、第二車両情報の表示が前方の第一表示部の
発光によって阻害される事態も、回避できる。
【００１０】
　以上の如き本発明によれば、第一表示部の後方に第二表示部が重畳する構成下にあって
も、相異なる第一車両情報と第二車両情報とを切替えて表示し得るので、それら表示部の
サイズによって決まる各車両情報の表示範囲を、最大限に確保可能となるのである。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】第一実施形態による車両用表示装置の一表示状態を示す正面図である。
【図２】第一実施形態による車両用表示装置の別の表示状態を示す正面図である。
【図３】図１のIII－III線断面図である。
【図４】第一実施形態による車両用表示装置の分解斜視図である。
【図５】第一実施形態による車両用表示装置のブロック図である。
【図６】図３の要部を模式的に拡大して示す断面図である。
【図７】第一実施形態による車両用表示装置の点灯切替えについて説明するためのグラフ
である。
【図８】第一実施形態による車両用表示装置の点灯切替えに関する制御フローを示すフロ
ーチャートである。
【図９】第二実施形態による車両用表示装置の点灯切替えについて説明するためのグラフ
である。
【図１０】図３の変形例を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の複数の実施形態を図面に基づいて説明する。尚、各実施形態において対
応する構成要素には同一の符号を付すことにより、重複する説明を省略する場合がある。
各実施形態において構成の一部分のみを説明している場合、当該構成の他の部分について
は、先行して説明した他の実施形態の構成を適用することができる。また、各実施形態の
説明において明示している構成の組み合わせばかりではなく、特に組み合わせに支障が生
じなければ、明示していなくても複数の実施形態の構成同士を部分的に組み合せることが
できる。
【００１３】
　（第一実施形態）
　図１，２に示すように、本発明の第一実施形態による車両用表示装置１は、車室内の運
転席に着座した視認者に対して車両情報を提供するコンビネーションメータであり、当該
車室内のインストルメントパネルに設置される。本実施形態において装置１が適用される
車両は、原動機として電動モータと内燃機関とを備えるハイブリッドカーである。そこで
、装置１の適用車両では、電動モータの回転により走行するＥＶ走行モードと、内燃機関
の回転により走行する通常走行モードとが、自動で切替え可能又はスイッチにより切替え
可能に用意されている。尚、図１は、ＥＶ走行モードにおける装置１の表示状態を示し、
図２は、通常走行モードにおける装置１の表示状態を示している。また、図１，２におけ
る左右方向は、水平面上の車両における左右方向を示している。
【００１４】
　（基本構成）
　まず、装置１の基本構成を説明する。図１～４に示すように装置１は、表示板２、指針
３、回動内機４、第一～第三光源５，６，７、見返し板８、カバー９及び制御部１０を備
えている。
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【００１５】
　表示板２は、ポリカーボネート樹脂等の透光材料によって板状に形成されている。図１
，３，４に示すように表示板２の前面２ａには、一対の第一表示部２０が左右方向に並ん
で設けられている。各第一表示部２０は、光を受けて発光することにより図１の如く表示
されるバーグラフ、目盛、文字等の指標２０ａを、複数ずつ有している。本実施形態にお
いて左側の第一表示部２０では、円弧状に並んで発光表示される指標２０ａを指針３が指
示することで、ＥＶ走行モードにおける電力状況等のＥＶモニタ情報が、第一車両情報と
して表示される。また、本実施形態において右側の第一表示部２０では、円弧状に並んで
発光表示される指標２０ａを指針３が指示することで、ＥＶ走行モードでは中低速値が必
要となる車両の走行速度が、第一車両情報として表示される。
【００１６】
　図２，３に示すように、表示板２の後面２ｂにおいて各第一表示部２０の背後となる箇
所には、一対の第二表示部２２が左右方向に並んで設けられている。各第二表示部２２は
、光を受けて発光することにより図２の如く表示される目盛、文字等の指標２２ａを、複
数ずつ有している。本実施形態において左側の第二表示部２２では、左側の第一表示部２
０と実質同径の円弧状に並んで発光表示される指標２２ａを指針３が指示することで、内
燃機関の回転速度が第二車両情報として表示される。また、本実施形態において右側の第
二表示部２２では、右側の第一表示部２０と実質同径の円弧状に並んで発光表示される指
標２２ａを指針３が指示することで、通常走行モードでは低速値から高速値まで必要とな
る車両の走行速度が、第二車両情報として表示される。
【００１７】
　図１～４に示すように指針３は、左側表示部２０，２２の前方と右側表示部２０，２２
の前方とに、それぞれ一つずつ対応して設けられている。各指針３は、アクリル樹脂等の
透光性材料によって細長針状に形成されている。各指針３は、指標２０ａ，２２ａの並ぶ
円弧方向に回転することで、それら指標２０ａ，２２ａのうち発光表示状態にある一方を
回転位置に応じて指示する。
【００１８】
　図３，４に示すように回動内機４は、左側表示部２０，２２の後方と右側表示部２０，
２２の後方とに、それぞれ対応して一つずつ設けられている。各回動内機４は、ステッピ
ングモータ又は交差コイル式回転機等の電気アクチュエータから構成されている。各回動
内機４は、それぞれの回動軸４０により左側又は右側の対応指針３を回転駆動する。
【００１９】
　第一光源５は、左側表示部２０，２２の斜め前方と右側表示部２０，２２の斜め前方と
に、それぞれ一つずつ対応して設けられている。ＬＥＤ等から構成される各第一光源５は
、通電により点灯する一方、当該通電の停止により消灯する。ここで、点灯時の各第一光
源５は、左側及び右側のうちそれぞれ対応する第一表示部２０に前方から照射する光とし
て、当該対応表示部２０を発光させる特定波長の光を発する。
【００２０】
　第二光源６は、左側表示部２０，２２の後方と右側表示部２０，２２の後方とに、それ
ぞれ複数ずつ対応して設けられている。ＬＥＤ等から構成される各第二光源６は、通電に
より点灯する一方、当該通電の停止により消灯する。ここで、点灯時の各第二光源６は、
左側及び右側のうちそれぞれ対応する第二表示部２２に後方から照射する光として、当該
対応表示部２２を発光させる特定波長の光を発する。尚、本実施形態では、各第二光源６
からの光を拡散して各第二表示部２２に照射するために、透光性の拡散板６０が設けられ
ている。
【００２１】
　第三光源７は、左側指針３の表示板２を挟んだ後方と右側指針３の表示板２を挟んだ後
方とに、それぞれ複数ずつ対応して設けられている。ＬＥＤ等から構成される各第三光源
７は、通電により点灯する一方、当該通電の停止により消灯する。ここで、点灯時の各第
三光源７は、左側及び右側のうちそれぞれ対応する指針３を後方から照明する光として、
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当該対応指針３を発光させる特定波長の光を発する。尚、本実施形態では、各第三光源７
からの光を各第二光源６からの光に対して遮断するために、不透光性の遮光スリーブ７０
が設けられている。
【００２２】
　見返し板８は、ポリプロピレン等の不透光性材料によって環形枠状に形成されている。
見返し板８は、表示板２の外周縁に沿って装着されることで、当該表示板２の前方空間を
外周側から取り囲んでいる。
【００２３】
　カバー９は、ガラス等の透光材料によって板状に形成されている。カバー９は、見返し
板８において表示板２とは反対側の開口部に装着されることで、左側表示部２０，２２と
右側表示部２０，２２との双方を前方から覆っている。
【００２４】
　制御部１０は、マイクロコンピュータ等の電子回路から構成され、表示板２の後方に設
けられている。図５に示すように制御部１０のインターフェイス１０ａは、各表示部２０
，２２の表示する車両情報に関連した各種車両センサ（図示しない）には、車内ＬＡＮ１
０ｂを介して通信可能に接続されている。それと共に制御部１０は、各回動内機４と各第
一～第三光源５，６，７とには、それぞれ専用の回動内機用ドライバ１０ｃと光源用ドラ
イバ１０ｄとを介して通信可能に接続されている。こうした接続構成の制御部１０は、各
種車両センサの出力信号に基づいて、各回動内機４の回動軸４０の回転並びに各第一～第
三光源５，６，７の点消灯を制御する。
【００２５】
　（特徴部分）
　次に、本発明に従う装置１の特徴部分を、詳細に説明する。図３，６に示すように各第
一光源５は、対応する第一表示部２０の斜め前方において、特に見返し板８の上壁部８ａ
に保持されている。それと共に各第一光源５は、対応する第一表示部２０に対して図６の
一点鎖線の如く照射する特定波長の光として、紫外光のうち例えば３００～４００ｎｍ程
度、好ましくは３８０ｎｍ程度の近紫外光を発する。
【００２６】
　一方で各第二光源６は、対応する第二表示部２２に対して図６の破線の如く照射する特
定波長の光として、例えば４５０～６６０ｎｍ程度の可視光を発する。ここで、特に本実
施形態の各第二光源６は、少なくとも各第一光源５の発する近紫外光の波長範囲において
紫外光をカットする光学フィルタ６ａを、有している。これにより、各第二光源６から発
せられる光は、光学フィルタ６ａを通されて紫外光のカットされた可視光となる。
【００２７】
　各第一表示部２０は、例えば０．５ｍｍ厚程度に形成された表示板２の前面２ａに、印
刷されている。ここで各第一表示部２０は、蛍石粉末を溶かしたアクリル原料の透明イン
ク等の無色透明な透光性の蛍光材料によって例えば５～６μｍ厚程度に形成され、指標２
０ａの形状（図１参照）を輪郭形状によって表している。図６に一点鎖線で示すように各
第一表示部２０は、対応する第一光源５から発せられた紫外光を直接に受ける、又はカバ
ー９による当該紫外光の反射光を受けることで、励起する。その結果、各第一表示部２０
は、例えば４５０～６６０ｎｍ程度の可視光を、図６に二点鎖線で示すように発する。こ
うして各第一表示部２０からの可視光が視認者の眼に到達することで、それら各第一表示
部２０と指針３とにより表示の第一車両情報が、視認されることになる。
【００２８】
　一方で各第二表示部２２は、不透光性の遮光層２３と共に、表示板２の後面２ｂに印刷
されている。ここで各第二表示部２２は、アクリル原料等の無色透明乃至は有色透明な透
光材料によって例えば５～６μｍ厚程度に形成され、指標２２ａの形状（図２参照）を遮
光層２３の開口部２３ａの輪郭形状によって表している。図６に破線で示すように各第二
表示部２２は、対応する第二光源６から発せられた可視光を前方へ透過することにより、
発光する。また、各第二表示部２２は、左側及び右側のうちそれぞれ対応する側にある第
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一表示部２０の後方（背後）に、重畳して設けられている。したがって、各第二表示部２
２からの可視光が前方の第一表示部２０を通して視認者の眼に到達することで、それら各
第二表示部２２と指針３とにより表示の第二車両情報が、視認されることになる。即ち本
実施形態では、各第二表示部２２を透過してそれら第二表示部２２を発光させる可視光は
、前方の第一表示部２０をも透過することで、第二車両情報を表す光束として視認者に視
認されるのである。
【００２９】
　図３，６に示すカバー９は、例えば黒又はグレーに着色されたスモークガラスによって
形成され、上方へ向かうほど前方へ傾斜する姿勢に配置されている。これによりカバー９
は、各第一光源５からの紫外光を後方の各第一表示部２０へ向かって反射することで、当
該紫外光の前方への透過率を例えば６０～７０％程度に制限する。それと共にカバー９は
、各第一表示部２０及び各第二表示部２２からの可視光を前方へ透過させる際、その透過
率を例えば５～３０％程度に制限する。このように本実施形態では、カバー９が「紫外光
制限部」と「ハーフミラー部」と「可視光制限部」とに相当している。
【００３０】
　図７に示すように制御部１０は、各第一光源５の点灯と各第二光源６の点灯とを、車両
の走行モードに応じて切替える。具体的には、各第一表示部２０によって第一車両情報を
表示するＥＶ走行モードでの制御部１０は、各第三光源７と共に各第一光源５を点灯させ
る一方で、各第二光源６を消灯させる。これに対し、各第二表示部２２によって第二車両
情報を表示する通常走行モードでの制御部１０は、各第三光源７と共に各第二光源６を点
灯させる一方、各第一光源５を消灯させる。
【００３１】
　ここで、特に本実施形態の制御部１０は、各第一光源５の点灯と各第二光源６の点灯と
を切替えるに際して、図７に示す如き所定の消灯期間Ｔｏｆｆを当該切替えの前後間に確
保する。この消灯期間Ｔｏｆｆにおいて制御部１０は、各第一光源５及び各第二光源６と
共に各第三光源７を消灯させた状態下、各指針３の回転位置を、切替え後に適切となる指
示位置まで調整する。尚、消灯期間Ｔｏｆｆについては、過度に短いことにより指針３の
回転位置の調整が間に合わない事態を回避可能に、且つ過度に長いことにより視認者に違
和感を与える事態を回避可能に、例えば０．１～１０秒程度に予設定される。
【００３２】
　こうした制御部１０による点灯切替えは、図８に示すフローチャートに従って制御され
る。まず、Ｓ１０１では、車両の走行モードが切替えられたか否かを判定する。その結果
、ＥＶ走行モードへの切替え判定が下された場合には、Ｓ１０２に移行する。
【００３３】
　Ｓ１０２では、全光源５，６，７を消灯し、続くＳ１０３では、第一車両情報を表示す
るための指示位置に指針３の回転位置を調整して、Ｓ１０４の実行により消灯期間Ｔｏｆ
ｆの経過を待つ。消灯期間Ｔｏｆｆが経過すると、Ｓ１０５へ移行することにより、各第
一光源５及び各第三光源７を点灯させる一方、各第二光源６を消灯させる。さらにＳ１０
６では、第一車両情報を表示するための指示位置に指針３の回転位置を調整しながら、続
くＳ１０７の実行により通常走行モードへの切替えを待つ。
【００３４】
　ここまでは、Ｓ１０１においてＥＶ走行モードへの切替え判定が下された場合を説明し
た。以下、Ｓ１０１，Ｓ１０７において通常走行モードへの切替え判定が下された場合を
説明する。
【００３５】
　通常走行モードへの切替え判定が下された場合には、Ｓ１０８へ移行して全光源５，６
，７を消灯し、続くＳ１０９では、第二車両情報を表示するための指示位置に指針３の回
転位置を調整して、Ｓ１１０の実行により消灯期間Ｔｏｆｆの経過を待つ。消灯期間Ｔｏ
ｆｆが経過すると、Ｓ１１１へ移行することにより、各第二光源６及び各第三光源７を点
灯させる一方、各第一光源５を消灯させる。さらにＳ１１２では、第二車両情報を表示す
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るための指示位置に指針３の回転位置を調整しながら、続くＳ１１３の実行によりＥＶ走
行モードへの切替えを待つ。そして、Ｓ１１３においてＥＶ走行モードへの切替え判定が
下された場合には、Ｓ１０１での場合と同様に、Ｓ１０２へ移行するのである。
【００３６】
　（作用効果）
　以上説明した第一実施形態の作用効果を、以下に説明する。尚、作用効果の理解を容易
にするために便宜上、要素３，５，６，７，２０，２２を単数にて表記するが、説明の作
用効果は、左側及び右側のいずれの要素３，５，６，７，２０，２２についても成立する
ものである（後述する第二実施形態の作用効果の説明も同様）。
【００３７】
　第一実施形態において第一表示部２０と第二表示部２２とは、相異なる光を受けて発光
することで、相異なる第一車両情報と第二車両情報とをそれぞれ表示する。ここで、第一
表示部２０に対して照射光を発する第一光源５の点灯と、第二表示部２２に対して照射光
を発する第二光源６の点灯とは、制御部１０の制御により切替えられるので、第一車両情
報と第二車両情報との表示切替えを実現できる。
【００３８】
　さらに、第一実施形態において第一表示部２０は、点灯した第一光源５の発する紫外光
を前方から照射されて発光する一方、第一表示部２０の後方に重畳する第二表示部２２は
、点灯した第二光源６の発する可視光を後方から照射されて発光する。故に、切替え制御
により第一光源５が点灯して第一表示部２０が発光するときには、第一車両情報が第二表
示部２２の前方にて表示される共に、同制御により第二光源６が消灯することで第二表示
部２２の発光が止まる。したがって、第一車両情報の表示が後方の第二表示部２２の発光
によって阻害される事態を、回避できる。また一方、切替え制御により第二光源６が点灯
して第二表示部２２が発光するときには、第二車両情報が前方の第一表示部２０を透過し
て表示されると共に、同制御により第一光源５が消灯することで第一表示部２０の発光が
止まる。したがって、第二車両情報の表示が前方の第一表示部２０の発光によって阻害さ
れる事態も、回避できる。
【００３９】
　以上の如き第一実施形態によれば、第一表示部２０の後方に第二表示部２２が重畳する
構成下にあっても、相異なる第一車両情報と第二車両情報とを切替えて表示し得る。した
がって、それら第一及び第二表示部２０，２２のサイズによって決まる各車両情報の表示
範囲を、最大限に確保可能となるのである。
【００４０】
　ここで第一実施形態では、第一光源５から第一表示部２０に対して照射される近紫外光
は、紫外光の中でも特に人体への影響が低い。故に、各車両情報の表示範囲を確保する上
で必要な近紫外光が視認者にまで到達したとしても、当該視認者の感じる不安感を軽減で
きる。
【００４１】
　また、第一実施形態では、第二光源６により後方から照射されて第二表示部２２を透過
した光は、第二車両情報を表す光束として、前方の第一表示部２０をも透過することにな
る。このとき第一表示部２０を透過する光は、第二光源６から発せられる段階で光学フィ
ルタ６ａを通されることにより、紫外光のカットされた可視光となっているので、当該透
過光による第一表示部２０の発光を抑制し得る。これによれば、第二光源６が点灯して第
二表示部２２が発光するときに、第二車両情報の表示が第一表示部２０の発光によって阻
害される事態を、確実に回避できる。
【００４２】
　また、第一実施形態において透光性の蛍光材料により形成される第一表示部２０は、第
一光源５の点灯時には、紫外光を受けた励起により第一車両情報を発光表示させる一方、
第二光源６の点灯時には、第二表示部２２により発光表示される第二表示情報を透過させ
得る。これによれば、各車両情報の表示範囲を最大限に確保するために、第一表示部２０
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の後方に第二表示部２２が重畳する構成を採用しても、相異なる第一車両情報と第二車両
情報とを確実に切替え表示できるのである。
【００４３】
　また、第一実施形態において第一光源５から照射された紫外光は、前方のカバー９にお
ける透過率を制限されることで、視認者の眼には到達し難くなる。これによれば、紫外光
を受ける第一表示部２０により発光表示された第一車両情報の視認時に、直接視認されて
しまう同光の影響を軽減できる。即ち、各車両情報の表示範囲を確保するために利用する
紫外光が、逆に表示の妨げとなることを、抑制できるのである。
【００４４】
　また、第一実施形態において第一光源５から照射された紫外光は、前方のカバー９によ
り後方へと反射されることで、視認者の眼には到達し難くなる。一方、第一光源５から照
射された紫外光を直接に受ける、又は前方のカバー９による反射光として受けることで第
一表示部２０の発する可視光は、同カバー９を透過して、視認者の眼に到達し得る。これ
らのことから、紫外光を受ける第一表示部２０により発光表示された第一車両情報の視認
時に、直接視認されてしまう同光の影響を低減できる。即ち、各車両情報の表示範囲を確
保するために利用する紫外光が、逆に表示の妨げとなることを、以上の原理によっても抑
制できるのである。
【００４５】
　また、第一実施形態では、第二光源６の消灯時に外光中の可視光を受けて第二表示部２
２の反射する可視光は、当該第二表示部２２よりも前方のカバー９により透過率を制限さ
れることで、視認者の眼には到達し難くなる。これによれば、第二光源６が消灯する第一
光源５の点灯時には、第二表示部２２が外光により発光して第一車両情報の表示を阻害す
る事態を、回避できる。
【００４６】
　また、第一実施形態では、第一及び第二光源５，６の双方を消灯させて指針３の回転位
置を調整するための所定の消灯期間Ｔｏｆｆが、それら光源５，６の点灯切替えの前後間
に確保される。これによれば、第一及び第二車両情報のうち一方の表示から他方の表示へ
切替わる場合に、指針３の回転位置が当該切替え後の正規の指示位置からずれて視認者に
違和感を与える事態を、回避できる。
【００４７】
　また、第一実施形態では、指針３の回転位置を調整するための消灯期間Ｔｏｆｆには、
当該指針３を照明して発光させる第三光源７も、第一及び第二光源５，６と共に消灯する
。これによれば、第一及び第二光源５，６の消灯により第一及び第二車両情報の発光表示
されない消灯期間Ｔｏｆｆに、発光状態の指針３の回転位置が変化して視認者に違和感を
与える事態を、回避できるのである。
【００４８】
　（第二実施形態）
　図９に示すように、本発明の第二実施形態は第一実施形態の変形例である。第二実施形
態において制御部１０は、各第一光源５の点灯と各第二光源６の点灯とを切替えるに際し
て、消灯させる側の発光量を漸次減少させながら、点灯させる側の発光量を漸次増大させ
る。
【００４９】
　具体的には、ＥＶ走行モードから通常走行モードへの切替え時に制御部１０は、消灯さ
せる各第一光源５の発光量を所定の時間変化率にて漸次減少させながら、点灯させる各第
二光源６の発光量を所定の時間変化率にて漸次増大させる。これに対し、通常走行モード
からＥＶ走行モードへの切替え時に制御部１０は、消灯させる各第二光源６の発光量を所
定の時間変化率にて漸次減少させながら、点灯させる各第一光源５の発光量を所定の時間
変化率にて漸次増大させる。尚、こうした漸次減少且つ漸次増大に要する時間Ｔｃは、例
えば１～２秒程度に予設定され、当該時間Ｔｃにおいて本実施形態では、各第三光源７が
消灯し（図９参照）且つ指針３の回転位置が調整されることになる。
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【００５０】
　以上の如き第二実施形態によれば、第一及び第二車両情報のうち一方の発光表示がフェ
ードアウトする際に、それら情報のうち他方の発光表示がフェードインすることになるの
で、発光表示の急激な切替えにより視認者に違和感を与える事態を、回避できるのである
。
【００５１】
　（他の実施形態）
　以上、本発明の複数の実施形態について説明したが、本発明は、それらの実施形態に限
定して解釈されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々の実施形
態及び組み合わせに適用することができる。
【００５２】
　具体的には、第一及び第二実施形態の変形例１としては、図１０に示すように、表示板
２の前面２ａに対して各第一表示部２０を、可視光制限層２４を介して印刷形成してもよ
い。この場合に可視光制限層２４は、例えば黒又はグレーに着色されたアクリル原料等の
透光材料によって形成されることで、各第二表示部２２からの可視光を前方へ透過させる
際、その透過率を例えば６０～７０％程度に制限する「可視光制限部」として、機能する
ことになる。
【００５３】
　第一及び第二実施形態の変形例２としては、各第一光源５からの紫外光の照射方向を、
前方のカバー９へ向かう斜め下方向に限定してもよい。この場合、各第一光源５からの紫
外光の大半がカバー９により反射されて各第一表示部２０に照射されるので、それら各第
一表示部２０を発光させることが可能となる。また、第一及び第二実施形態の変形例３と
しては、遠紫外光を含む波長範囲の紫外光を、各第一光源５により発生させてもよい。
【００５４】
　第一及び第二実施形態の変形例４としては、紫外光をカットする光学フィルタ６ａを、
各第二光源６に設けなくてもよい。また、第一及び第二実施形態の変形例５としては、無
色透明なガラス又は樹脂、若しくはハーフミラー等の透光材料によって、カバー９を形成
してもよい。
【００５５】
　第一及び第二実施形態の変形例６としては、点灯切替え時に、各第三光源７を点灯させ
たまま、指針３の回転位置を調整してもよい。また、第一実施形態の変形例７としては、
点灯切替えの前後間に消灯期間Ｔｏｆｆを確保しないで、当該点灯切替えの瞬間に指針３
の回転位置を調整してもよい。
【００５６】
　第一及び第二実施形態の変形例８としては、第一及び第二表示部２０，２２にそれぞれ
表示させる第一及び第二車両情報を、上述した情報以外に変更してもよい。例えば、燃料
残量情報、水温情報、バッテリ電圧情報、ターボ式内燃機関のブースト圧情報、電流情報
等の中から、第一及び第二車両情報をそれぞれ選択してもよい。あるいは、同一の車両状
態に関して表示色又は表示サイズの異なる情報を、それぞれ第一及び第二車両情報として
選択してもよい。あるいは、同一の車両状態に関して表示単位の異なる情報（ｋｍ／ｈと
ＭＰＨ等）を、それぞれ第一及び第二車両情報として選択してもよい。あるいは、自動変
速モードと手動変速モードとを備える車両において、それら変速モードに関する情報を、
それぞれ第一及び第二車両情報として選択してもよい。
【００５７】
　第一及び第二実施形態の変形例９としては、各第一光源５の点灯と各第二光源６の点灯
との切替えは、車両の走行モードに応じる以外により行なってもよい。例えば、上記変形
例８で説明した表示単位の変更等、視認者が視認を希望する車両情報へ変更するためのス
イッチ操作に応じて、点灯切替えを行なってもよい。あるいは、上記変形例８で説明した
自動及び手動変速モードを備える車両において、それら変速モードの切替えに応じて点灯
切替えを行なってもよい。
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【符号の説明】
【００５８】
１　車両用表示装置、２　表示板、２ａ　前面、２ｂ　後面、３　指針、５　第一光源、
６　第二光源、６ａ　光学フィルタ、７　第三光源、９　カバー、１０　制御部、２０　
第一表示部、２０ａ　指標、２２　第二表示部、２２ａ　指標、２４　可視光制限層、Ｔ
ｏｆｆ　消灯期間

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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